
「石垣市平得大俣への陸上自衛隊配備計画をめぐる市有地売却、一部貸付けによる石垣市の

市民財産への侵害と、住民投票に関連する住民意思軽視に抗議する憲法研究者・法律家声明」 

 

 

石垣市は、陸上自衛隊配備計画における配備予定地平得大俣の市有地22.4ヘクタールのう

ち13.6ヘクタール（10筆）を防衛局に売却する方針を決定した。市有地処分案は2月21日に、

「平得大俣地域への陸上自衛隊駐屯地配備に関する特別委員会」に付託され、野党が審議方

針に反発するなか、同委員会は27日に市有地売却案を可決した。議案は3月2日に石垣市議

会本会議で報告され、採決される。本会議で売却案が可決された場合、石垣市は当該市有地

の売却契約と、一部貸付け分（約9ヘクタール、3筆）の賃貸借契約も防衛局との間で締結

する見通しである。 

私たちは以下の理由から、今回の市有地売却、および一部貸付け方針の決定、その手続き

の遂行が、日本国憲法94条の地方公共団体の適正な財産管理の行使を怠るものであり、日

本国憲法92条における地方自治の本旨である住民自治および団体自治に背くものであると

して、抗議し、少なくとも住民投票実施によって市民の意思を踏まえるまで、売却、貸付け

に向けた手続きの中止を求める。 

 

１．配備計画の予定地近隣住民で構成される4公民館（於茂登、嵩田、開南、川原）は、陸

自配備計画に反対する声明を出しており撤回していない。 

２．上記の4公民館は、住民投票が実施されたならば、その結果に従うとの意思を示してお

り、市有地の売却・貸付け決定よりも、住民投票実施が先行されるべきである。 

平得大俣の陸上自衛隊配備計画に関しては、本配備計画の賛否を問うため「石垣市住民投

票を求める会」（金城龍太郎代表）が1万4263筆の署名で直接請求した住民投票条例案が市

議会で否決されたことを理由に、石垣市長は石垣市の自治基本条例28条に基づく住民投票

実施義務を負いながら、現在に至るまで実施していない。 

３．市民は住民投票の実施を怠る石垣市に対して、これを不服であるとして、昨年9月19日

付けで那覇地方裁判所に「石垣市平得大俣地域への陸上自衛隊配備計画の賛否を問う住民投

票実施義務付け訴訟」を提起し、仮の義務付けを申立てており、訴訟係属中である。 

訴訟係属中に、争点に関わる陸上自衛隊配備計画における配備予定地の市有地売却手続き

を進めることは、市民の声に耳をふさぎ、陸自配備に着工するという既成事実を作る行為で

あり、あまりに不誠実である。1万4263筆の署名で、市民の意思に基づく市政運営を求めた

住民の要求に背く。 



４．訴訟を通して、石垣市自治基本条例28条に対する市民側と、市との間に解釈の対立が

あることが明らかになっているが、市民らによる、自治基本条例に基づき市長が住民投票実

施義務を負うとの解釈は、市が作成し示し運用してきた条例の逐条解説に基づくものである

ことが明らかになっている。 

今回の住民投票条例に関わる市の解釈は、自治基本条例28条1項の署名要件を、地方自治

法74条に規定する50分の１以上から４分の１と加重しながら、同条例28条4項の「所定の手

続き」に関しては、議会の議決が必要だという立場をとり、明らかに住民の権利を厳しく制

限する解釈をしている。しかし、このような解釈は、地方自治法74条の趣旨に違反し、地

方自治の本旨を実現すべく、憲法が94条で地方公共団体に保障した条例制定権規定に違反

する。市民が条例に適合する要件を備えたにもかかわらず、市長が、市議会による否決を理

由として、現在まで住民投票の実施義務を怠ることは、違憲、違法だといえる。このような

違憲、違法状態を解消すべく、住民投票の実施が求められる。 

５.そもそも、これまで自衛隊基地がなかった石垣市に、自衛隊基地が配備されるのは、市

民生活に非常に重大な影響を及ぼす、市政運営にとっても重大な事柄である。このような従

来の石垣市では想定しなかった事態に対して、市民の意思を問わないというのは、民主主義

に基づく地方自治の根幹にかかわる。 

６．報道等によると、今回の市有地売却、貸付け方針の決定、そして始められている審議等

の手続きは、年度内に契約を結びたいという防衛局側と、その方針を受けた石垣市による拙

速な手続き開始であるとの強い批判がなされている。市有地は市民の財産であるにも関わら

ず、市民不在で手続きが進められようとしている。 

住民投票条例案に関して1万4263筆もの署名が集まったことを考えれば、石垣市民の陸自

配備計画に対する関心は非常に高く、住民の意思を問わないまま、国そして市の一方的な計

画のもとに市民の財産を処分しようとする市の動きは、日本国憲法92条の住民自治を実現

するための市の財産管理、国と独立した団体としての石垣市の財産管理という点から問題で

あり、到底看過できるものではない。 

 

現在、議論が進められている、防衛局に対する石垣市の市有地売却・貸付けの議論は、石

垣市民にとって重大な関心事である、陸上自衛隊配備問題の今後の進展に深く関わる事柄で

ある。このような重大事案について、直接関連する住民投票請求が行われているにもかかわ

らずそれを怠り、これに対する市民による義務付け訴訟、仮の義務付け申立て係属中である

にもかかわらず、裁判所の判断を待たずに、土地の売却・貸付けという既成事実を作ろうと



する市の動きは、住民の意思を無視し、国の方針に即応して従属するものであり、憲法にお

ける地方自治の本旨である住民自治、団体自治に反する。 

石垣市の自治基本条例は、憲法における民主主義を地方において実現しようとする条例で

ある。この条例に基づく住民の要求に応じて、陸上自衛隊配備の賛否を問う住民投票を行う

自治基本条例上の義務が発生しており、住民投票によって市民の意思が示されるまで、自衛

隊配備に関連した市有地の売却、貸付けの手続きを中止するよう要望する。 
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